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換金申請のキットの送付に際し、換金期限等を明記し、配達記録の残るゆうパックに
て、利用期間変更毎に発送し、換金期限を含む周知を行いました。

(７) 制作物／加盟店キット 利用期限延長のご案内
（第１弾／既存券）

GoToEatキャンペーン 食事券事業 栃木食事券 加盟店の皆さま 

日頃より、本事業へのご協力、誠にありがとうございます。 
この度、本事業の委託元である農林水産省より既存食事券の販売期間・利用期限の延長に対する要請があり、栃木県との協
議の上、栃木食事券について 販売期間・利用期限を延長 することとなりました。 
加盟店の皆さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。 
 
延長に伴い、必要となる備品一式を同封させていただきます。 
なお、本書面をご確認いただくと共に、本事業にかかわる全ての従業員・スタッフの皆さまへ周知徹底いただき、お客様へ正確なご
案内を行っていただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

 

■同封書類■ 

◎ご案内書面（本書）／A３版（二つ折り） 
◎食事券利用期限延長告知ポスター  

・ポスターA３サイズ×１枚  ・ポスターA２サイズ×１枚 
◎食事券利用期限延長シール（レジ前 POP貼付け用） 

  ・レジ前 POP用シール×１枚 
◎延長用換金申請書１冊／第９回～第１６回換金申請用（見本１枚・本通８枚＋予備１枚の計１０枚） 
◎延長用レターパックライト２枚／第９回・第１０回換金申請用 
  ※第１１回～第１６回の換金申請用レターパックライト（６枚）は、３月中旬頃発送する予定です。 

 

■栃木食事券（既存券）の延長に関する各期間の変更 
食事券の販売期間及び有効期間は以下の通り変更となります。 
※食事券面の表記は変更前の期間のままとなりますのでご注意ください。 
販売期間：食事券の販売再開より 1か月程度を予定     ※変更前令和３年 1月 31日（日）まで 

（ただし食事券の販売については、無くなり次第終了となります） 
        ※食事券販売再開に関する情報は、ホームページにて発表いたしますのでこちらをご確認ください。 

有効期間：令和 3年６月３０日（水）までの有効に延長  ※変更前令和３年 2月 28日（日）まで 

 
■食事券利用期限延長に関する加盟店様のご対応について 
●現在発行中の『栃木食事券』の延長について、令和３年６月３０日まで加盟店登録を自動的に延長させていただきます。 
●同封の利用期限延長告知ポスターを必ず掲出してください。なお古いポスターは必ず破棄いただきますようお願いいたします。
（裏面図①参照） 

●レジ前 POPには、食事券利用期限延長シールの貼付をお願いいたします。（裏面図②参照） 
●利用期限の延長に伴い換金申請回数が８回増設となります。 
詳細につきましては、裏面の『既存食事券の延長に伴う換金スケジュール』をご確認ください。 

●食事券の利用期限延長に関するマニュアルの発行はいたしません。こちらの書面を保管いただきご利用願います。 
なお、食事券の取扱いに関する内容につきましては、引続きお手元のマニュアルをご参照ください。 

  
【図①】 

○掲示する           ✖ 破棄する            【図②】 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

■既存食事券の延長に伴う換金スケジュール 
食事券の利用期限延長にあたり、換金申請につきましても現状の８回から、換金の回数を８回増設（計１６回）いたします。 

９回目          ：換金用半券到着日  3/19（金）必着    振込日：4/2（金）予定 
10回目   ：換金用半券到着日  4/5（月）必着      振込日：4/22（木）予定 
11回目         ：換金用半券到着日  4/16（金）必着    振込日：5/7（金）予定 
12回目         ：換金用半券到着日  5/6（木）必着     振込日：5/21（金）予定 
13回目         ：換金用半券到着日  5/14（金）必着    振込日：6/4（金）予定 
14回目         ：換金用半券到着日  6/4（金）必着     振込日：6/17（木）予定 
15回目         ：換金用半券到着日  6/18（金）必着    振込日：7/9（金）予定 
16回目（最終回） ：換金用半券到着日  7/5（月）必着     振込日：7/26（月）予定 
※栃木食事券の最終換金申請は、2021年７月 5日（月）までに換金箇所へ到着した半券が有効となります。 

 
食事券につきましては、必ず７月 5日（月）までに到着するよう、利用期限（６月３０日（水））終了後、速やかに同封のレ
ターパックにてお送りいただきますようお願いいたします。 
なお、７月 5日（月）を過ぎて到着された半券は、換金に応じることが出来かねますのでご注意ください。 

 
■今後の変更を含む各種ご案内について 
加盟店様へのお知らせや今後変更等になった事項については、随時ホームページにて情報を公開及び更新をしてまいります。 
本事業の加盟店様におかれては、小まめにホームページをご確認頂きますようお願いいたします。 
 

お問い合わせ：Go To Eatキャンペーン 食事券事業 栃木県事務局 
 コールセンター 028-341-2550 （平日 10:00～17:00） 

〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 3階 

利用期限延長のポスターを掲示し、 
古いポスターは廃棄してください 

レジ前 POPの有効期限の場所に、
期限延長のシールを貼付してください 

GoToEatキャンペーン 食事券事業 栃木食事券 加盟店の皆さま 

日頃より、本事業へのご協力、誠にありがとうございます。 
この度、本事業の委託元である農林水産省より既存食事券の販売期間・利用期限の延長に対する要請があり、栃木県との協
議の上、栃木食事券（既存券）について利用期限を再延長することとなりました。 
加盟店の皆さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。 
 
再延長に伴い、必要となる備品一式を同封させていただきます。 
なお、本書面をご確認いただくと共に、本事業にかかわる全ての従業員・スタッフの皆さまへ周知徹底いただき、お客様へ正確なご
案内を行っていただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

 
 

■同封書類■ 

◎ご案内書面（本書）／A４版（両面印刷） 
◎食事券利用期限再延長告知ポスター  

・ポスターA３サイズ×１枚  ・ポスターA２サイズ×１枚 
◎食事券利用期限再延長シール（レジ前 POP貼付け用） 

  ・レジ前 POP用シール×１枚 
◎再延長用換金申請書１冊／第 17回～第 18回換金申請用（見本１枚・本通 2枚＋予備１枚の計 4枚） 
◎延長用レターパックライト2枚／第 17回・第 18回換金申請用 

 
 

■栃木食事券の延長に関する各期間の変更 
食事券の有効期限は以下の通り変更となります。 
※食事券面の表記は変更前の期間及び期限のままとなりますのでご注意ください。 

有効期限：令和 3年７月３１日（土）までの有効に延長  ※変更前令和３年６月 30日（水）まで 
 
 

■食事券利用期限延長に関する加盟店様のご対応について 
●現在発行中の『栃木食事券（既存券）』の延長について、令和３年７月３１日まで加盟店登録を自動的に延長させていた
だきます。 

●同封の利用期限再延長告知ポスターを必ず掲出してください。なお古いポスターは必ず破棄いただきますようお願いいたします。
（裏面図①参照） 

●レジ前 POPには、食事券利用期限再延長シールの貼付をお願いいたします。（裏面図②参照） 
●利用期限の再延長に伴い換金申請回数が 2回増設となります。 
詳細につきましては、裏面の『既存食事券の再延長に伴う換金スケジュール』をご確認ください。 

●食事券の利用期限延長に関するマニュアルの発行はいたしません。こちらの書面を保管いただきご利用願います。 
なお、食事券の取扱いに関する内容につきましては、引続きお手元のマニュアルをご参照ください。 

  
【図①】 

○掲示する           ✖ 破棄する            【図②】 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

■既存食事券の延長に伴う換金スケジュール 
食事券の利用期限延長にあたり、換金申請につきましても現状の 16回から、換金の回数を 2回増設（計 18回）いたします。 

17回目          ：換金用半券到着日  ７/21（水）必着    振込日：8/12（木）予定 
18回目（最終回）  ：換金用半券到着日  8/6（金）必着      振込日：8/27（金）予定 
※栃木食事券の最終換金申請は、2021年 8月 6日（金）までに換金箇所へ到着した半券が有効となります。 

 
食事券につきましては、必ず 8月 6日（金）までに到着するよう、利用期限（７月３１日（土））終了後、速やかに同封のレ
ターパックにてお送りいただきますようお願いいたします。 
なお、8月 6日（金）を過ぎて到着された半券は、換金に応じることが出来かねますのでご注意ください。 

 
■今後の変更を含む各種ご案内について 
加盟店様へのお知らせや今後変更等になった事項については、随時ホームページにて情報を公開及び更新をしてまいります。 
本事業の加盟店様におかれては、小まめにホームページをご確認頂きますようお願いいたします。 
 

お問い合わせ：Go To Eatキャンペーン 食事券事業 栃木県事務局 
 コールセンター 028-341-2550 （平日 10:00～17:00） 

〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 3階 

利用期限再延長のポスターを掲示し、 
古いポスターは廃棄してください 

レジ前 POPの有効期限の場所に、
期限再延長のシールを貼付してくださ
い 
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(７) 制作物／加盟店キット 利用期限延長のご案内
（第２弾／追加発行券）

GoToEatキャンペーン 食事券事業 栃木食事券 加盟店の皆さま 

日頃より、本事業へのご協力、誠にありがとうございます。 
この度、栃木食事券（追加発行券）の販売期間・利用期限について、農林水産省と栃木県との協議を実施し、以下の通り

販売期間と利用期限を延長することとなりました。 
加盟店の皆さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。 
延長に伴い、必要となる備品（加盟店キット）一式を同封させていただきますのでご確認ください。 

なお、本書面の内容につきましては、本事業にかかわる全ての従業員・スタッフの皆さまへ周知徹底いただき、お客様へ正確なご案
内を行っていただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

 

■同封書類■ 

◎ご案内書面（本書）／A４版（両面印刷） 
◎食事券利用期限延長告知ポスター ／ ・ポスターA３サイズ×１枚  ・ポスターA２サイズ×１枚 
◎食事券利用期限延長シール（レジ前 POP貼付け用）／ レジ前 POP用シール×１枚 
◎延長用換金申請書１冊／第 4回～第 8回換金申請用（見本 1枚・本通 5枚＋予備１枚の計 7枚） 
◎延長用レターパックライト3枚／ レターパックライト 5枚は既に送付済みでございますのでこちらをご利用下さい。 

 

■栃木食事券（追加発行券）の延長に関する各期間の変更 
食事券の販売期間及び有効期限は以下の通り変更となります。 
※食事券面の表記はそのままとなりますのでご注意ください。 
販売期間：販売開始日より 2022年 1月 31日（月）まで     ※変更前：2021年 12月 15日（水）まで 

（ただし食事券の販売については、無くなり次第終了となります） 
 

有効期限：販売開始日より 2022年（令和 4年）2月２８日（月）までの有効期限に延長   
※変更前 2021年（令和３年）12月 15日（水）まで 

 

■食事券利用期限延長に関する加盟店様のご対応について 
●栃木食事券（追加発行券）の延長について、令和 4年 2月 28日まで加盟店登録を自動延長させていただきます。 
●同封の利用期限延長告知ポスターを必ず掲出してください。なお古いポスターは必ず破棄いただきますようお願いいたします。
（裏面図①参照） 

●レジ前 POPには、食事券利用期限延長シールの貼付をお願いいたします。（裏面図②参照） 
●追加発行券の換金については、換金申請回数が全 8回（追加 5回）での実施となります。詳細につきましては、裏面の『追 
加発行食事券の延長に伴う換金スケジュール』をご確認ください。 

●追加発行食事券の利用期限延長に関するマニュアルの発行はいたしません。こちらの書面を保管いただきご利用願います。 
なお、追加発行食事券の取扱いに関する内容につきましては、前回送付いたしましたお手元のマニュアル（追加発行券用）をご 
参照ください。 

●今回送付いたしましたポスター等のデータについては、ホームページよりダウンロード可能です。必要に応じてご利用ください。 

  
【図①】 

○掲示する           ✖ 破棄する            【図②】 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

■追加発行食事券の延長に伴う換金スケジュール 
食事券の利用期限延長にあたり、換金申請につきまして以下の通り全 8回（追加 5回）で実施いたします。 

1回目   ：換金用半券到着日  11/24（水）必着         振込日：12/16（木）予定 
2回目         ：換金用半券到着日  12/6（月）必着         振込日：12/27（月）予定 
3回目         ：換金用半券到着日  12/22（水）必着        振込日：2022年 1/14（金）予

定 
4回目         ：換金用半券到着日  2022年 1/7（金）必着    振込日：1/28（金）予

定 
5回目         ：換金用半券到着日  1/26（水）必着         振込日：2/16（水）予定 
6回目         ：換金用半券到着日  2/9（水）必着          振込日：3/2（水）予定 
7回目         ：換金用半券到着日  2/22（火）必着         振込日：3/15（火）予定 
8回目（最終回） ：換金用半券到着日  3/7（月）必着          振込日：3/30（水）予定 

 
追加発行食事券につきましては、必ず 2022年 3月 7日（月）までに到着するよう、利用期限（2月 28日（月））終了
後、速やかに同封のレターパックにてお送りいただきますようお願いいたします。 
なお、2022年 3月 7日（月）を過ぎて到着された追加発行食事券の半券は、換金に応じることが出来かねますので十分ご
注意ください。 

 
■今後の変更を含む各種ご案内について 
加盟店様へのお知らせや今後変更等になった事項については、随時ホームページにて情報を公開及び更新をしてまいります。 
本事業の加盟店様におかれては、小まめにホームページをご確認頂きますようお願いいたします。 
 

お問い合わせ：Go To Eatキャンペーン 食事券事業 栃木県事務局 
 コールセンター 028-341-2550 （平日 10:00～17:00） 

〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 3階 

利用期限延長のポスターを掲示し、
古いポスターは廃棄してください 

レジ前 POPの有効期限の場所に、
期限延長のシールを貼付してください 
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(７) 制作物／加盟店キット 利用期限延長のご案内
（第２弾／追加発行券）

GoToEatキャンペーン 食事券事業 栃木食事券 加盟店の皆さま 

日頃より、本事業へのご協力、誠にありがとうございます。 
この度、栃木県において『まん延防止等重点措置』解除後に、新たに『感染再拡大防止徹底期間』となったことを受け、栃木食

事券（追加発行券）について農林水産省と栃木県との協議を実施し、再度利用期限が延長となっております（3月下旬に栃
木食事券の有効期限が 5月 22日（日）まで延長になった旨のポスター等を発送済みです）。 
加盟店の皆さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。 
再延長に伴い、換金に必要となる備品（換金キット）一式を同封させていただきますのでご確認ください。 
なお、ポスターやレジ前 POP用シールにつきましては、上記の通り 3月下旬に加盟店の皆様宛てに既に発送しておりますの

でそちらをご利用ください。 
本書面の内容につきましては、本事業にかかわる全ての従業員・スタッフの皆さまへ周知徹底いただき、お客様へ正確なご案内

を行っていただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。 
 

■同封書類■ 

◎ご案内書面（本書）／A４版（両面印刷） 
◎再延長用換金申請書１冊／第 12回～第 13回換金申請用（見本 1枚・本通 2枚＋予備１枚の計 4枚） 
◎再延長用レターパックライト2枚／第 12回～第 13回換金用 

 

■栃木食事券（追加発行券）の有効期間について 
栃木食事券の有効期限は現状では以下の通り変更（再延長）となっております。 
※食事券面の表記はそのままとなりますのでご注意ください。 
 

有効期限：2022年（令和 4年）５月２２日（日）までの有効期限に延長となります   
※変更前 2022年（令和 4年）３月３１日（月）まで 

 

■食事券利用期限再延長に関する加盟店様のご対応について 
●栃木食事券（追加発行券）の再延長について、栃木食事券の有効期限まで加盟店登録を自動延長させていただきます。 
●追加発行券の換金については、現状での延長状況や今後の換金スケジュールに鑑み、換金申請回数を全 13回（追加 2 
回）にて設定しております。詳細につきましては、裏面の『追加発行食事券の再延長に伴う換金スケジュール』をご確認くださ 
い。 

●追加発行食事券の利用期限延長に関するマニュアルの発行はいたしません。こちらの書面を保管いただきご利用願います。 
なお、追加発行食事券の取扱いに関する内容につきましては、以前送付いたしましたお手元のマニュアル（追加発行券用）をご 
参照ください。 

●今回送付いたしました換金申請書のデータについては、ホームページよりダウンロード可能です。必要に応じてご利用ください。 

  
■追加発行食事券の延長に伴う換金スケジュール 
食事券の利用期限延長にあたり、換金申請につきまして以下の通り全 13回（第 12回～第 13回の 2回を追加）で実施いた
します。 
 

1回目  ：換金用半券到着日  11/24（水）必着         振込日：12/16（木）予定 
2回目         ：換金用半券到着日  12/6（月）必着         振込日：12/27（月）予定 
3回目         ：換金用半券到着日  12/22（水）必着        振込日：2022年 1/14（金）予

定 
4回目         ：換金用半券到着日  2022年 1/7（金）必着    振込日：1/28（金）予

定 
5回目         ：換金用半券到着日  1/26（水）必着         振込日：2/16（水）予定 
6回目         ：換金用半券到着日  2/9（水）必着          振込日：3/2（水）予定 
7回目         ：換金用半券到着日  2/22（火）必着         振込日：3/15（火）予定 
8回目   ：換金用半券到着日  3/7（月）必着          振込日：3/30（水）予定 
9回目   ：換金用半券到着日  3/24（木）必着         振込日：4/14（木）予定 
10回目   ：換金用半券到着日  4/13（水）必着         振込日：5/12（木）予定 
11回目         :換金用半券到着日  4/25（月）必着          振込日：5/23（月）予定 
12回目         :換金用半券到着日  5/12（木）必着          振込日：6/2（木）予定 
13回目（最終回） ：換金用半券到着日  5/30（月）必着         振込日：6/23（木）予定 
 
 

 
 

 
■今後の変更を含む各種ご案内について 
加盟店様へのお知らせや今後変更等になった事項については、随時ホームページにて情報を公開及び更新をしてまいります。 
本事業の加盟店様におかれては、小まめにホームページをご確認頂きますようお願いいたします。 

 

                 お問い合わせ：Go To Eatキャンペーン 食事券事業 栃木県事務局 
           コールセンター 028-341-2550 （平日 10:00～17:00） 

      〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 3階 

GoToEatキャンペーン 食事券事業 栃木食事券 加盟店の皆さま 

日頃より、本事業へのご協力、誠にありがとうございます。 
この度、栃木県において 1月下旬からの『まん延防止等重点措置』の適用となったことを受け、栃木食事券（追加発行券）に

ついて農林水産省と栃木県との協議を実施し、利用期限が延長となっております（2月下旬に栃木食事券の有効期限が 3月
末まで延長になった旨のポスターのみ発送しております）。 
加盟店の皆さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。 
延長に伴い、取急ぎ換金に必要となる備品（換金キット）一式を同封させていただきますのでご確認ください。 
なお、ポスターや POP用シール等は、まん延防止等重点措置が解除になりましたら、改めて最終的な有効期限を確定し、

発送準備が出来次第、後日改めて発送させていただきますのでご了承ください（3月中旬以降を予定しております）。 
本書面の内容につきましては、本事業にかかわる全ての従業員・スタッフの皆さまへ周知徹底いただき、お客様へ正確なご案内

を行っていただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。 
 

■同封書類■（今回の同封物は以下となり、封筒表面に記載の内容とは異なりますのでご了承ください） 

◎ご案内書面（本書）／A４版（両面印刷） 
◎食事券利用期限再延長告知ポスター／今回は同封しておりません。 
◎食事券利用期限再延長シール（レジ前 POP貼付け用）／今回は同封しておりません。 
◎再延長用換金申請書１冊／第 9回～第 11回換金申請用（見本 1枚・本通 3枚＋予備１枚の計 5枚） 
◎再延長用レターパックライト3枚／第 9回～第 11回換金用 

 

■栃木食事券（追加発行券）の有効期間について 
栃木食事券の有効期限は現状では以下の通り変更（再延長）となっております。 
※食事券面の表記はそのままとなりますのでご注意ください。 
 

有効期限：2022年（令和 4年）３月３１日（木）までの有効期限に延長となります   
※変更前 2022年（令和 4年）2月 28日（月）まで 

※まん延防止等重点措置が解除になりましたら、改めて最終的な有効期限を確定し、加盟店の皆さまには有効期限延長の告知 
ポスター等を発送させていただく予定でございます。 

 

■食事券利用期限再延長に関する加盟店様のご対応について 
●栃木食事券（追加発行券）の再延長について、栃木食事券の有効期限まで加盟店登録を自動延長させていただきます。 
●追加発行券の換金については、現状での延長状況や今後の換金スケジュールに鑑み、換金申請回数を全 11回（追加 3 
回）にて設定しております。詳細につきましては、裏面の『追加発行食事券の再延長に伴う換金スケジュール』をご確認くださ 
い。 

●追加発行食事券の利用期限延長に関するマニュアルの発行はいたしません。こちらの書面を保管いただきご利用願います。 
なお、追加発行食事券の取扱いに関する内容につきましては、以前送付いたしましたお手元のマニュアル（追加発行券用）をご 
参照ください。 

●今回送付いたしました換金申請書のデータについては、ホームページよりダウンロード可能です。必要に応じてご利用ください。 

  
■追加発行食事券の延長に伴う換金スケジュール 
食事券の利用期限延長にあたり、換金申請につきまして以下の通り全 11回（第 9回～第 11回の 3回を追加）で実施いたし
ます。 

1回目   ：換金用半券到着日  11/24（水）必着         振込日：12/16（木）予定 
2回目         ：換金用半券到着日  12/6（月）必着         振込日：12/27（月）予定 
3回目         ：換金用半券到着日  12/22（水）必着        振込日：2022年 1/14（金）予

定 
4回目         ：換金用半券到着日  2022年 1/7（金）必着    振込日：1/28（金）予

定 
5回目         ：換金用半券到着日  1/26（水）必着         振込日：2/16（水）予定 
6回目         ：換金用半券到着日  2/9（水）必着          振込日：3/2（水）予定 
7回目         ：換金用半券到着日  2/22（火）必着         振込日：3/15（火）予定 
8回目   ：換金用半券到着日  3/7（月）必着          振込日：3/30（水）予定 
9回目   ：換金用半券到着日  3/24（木）必着         振込日：4/14（木）予定 
10回目   ：換金用半券到着日  4/13（水）必着         振込日：5/12（木）予定 
11回目（最終回） ：換金用半券到着日  4/25（月）必着         振込日：5/23（月）予定 

 
 

 
■今後の変更を含む各種ご案内について 
加盟店様へのお知らせや今後変更等になった事項については、随時ホームページにて情報を公開及び更新をしてまいります。 
本事業の加盟店様におかれては、小まめにホームページをご確認頂きますようお願いいたします。 

 

                 お問い合わせ：Go To Eatキャンペーン 食事券事業 栃木県事務局 
           コールセンター 028-341-2550 （平日 10:00～17:00） 

      〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 3階 
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(７) 制作物／加盟店キット例
（第1弾／既存券 第2弾／追加発行券）

【加盟店キット】

以下のような加盟店キットを作成し、各加盟店宛に受領状況が確認できるゆうパックにて発送
し、加盟店であることの告知及び利用促進に利用いただいた。

≪加盟店キット／既存券用（例）≫

【加盟店キット／追加発行券用】も上記同様に作成し、各加盟店宛に発送しご利用いただ
いた。

発送用封筒 送付状 加盟店マニュアル 加盟店ポスター

換金請求書 発送用レターパック

レジ前ポップ

食事券見本
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追加発行券の換金申請期限について、加盟店キット送付時のご案内の他、ハガキに
て２度の周知を行い、換金漏れの無いよう、加盟店へ周知を行いました。

(７) 制作物／換金申請期限のご案内（第２弾／追加発行券）
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